
「こども性暴力防止法」（通称）に関する同意書 
 

文教大学長 殿 

 

私は、文教大学への入学に際し、以下の事項について同意いたします。 

 

1. 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置
に関する法律（令和６年法律第 69 号）（通称：こども性暴力防止法）」の施行日（令和８年
12 月 25 日を予定）以降、実習を行う前に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性が
あること。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴
力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習(*1)を行うことはできないこと。 
 

2. 実習を行うことができない場合は、免許・資格(*2)の取得要件を満たすことはできないこ
と。（※本学の全ての学科・課程が対象） 
 

3. 実習を行うことができない場合、卒業要件を満たすことができず卒業ができない可能性が
あること。（※教育学部発達教育課程幼児心理教育専修のみ対象） 

----------- 

*1 実習：教職課程を履修する学生が実習施設にて行う教育実習及び保育士養成課程を履修してい
る学生が実習施設にて行う保育実習 

*2 免許・資格：① 教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる、幼稚園教
諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭、栄養教諭
の普通免許状 

② 保育士養成課程を修了して指定保育士養成施設を卒業することにより得られ
る保育士資格 

 

     年   月   日 

現 住 所 ：                            
 

受 験 番 号：                            
 

入学予定学部 
学科・課程名：        学部           学科・課程 

 

      （教育学部のみ）                 専修 
 

（ふりがな） 
名   前： （自署）                         
 

※入学後処理欄（記入不要） 学籍番号： 
 



「こども性暴⼒防⽌法」（通称）に関する同意書 
 

⽂教⼤学⻑ 殿 

 

私は、⽂教⼤学への⼊学に際し、以下の事項について同意いたします。 

 

1. 「学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置
に関する法律（令和６年法律第 69 号）（通称：こども性暴⼒防⽌法）」の施⾏⽇（令和８年
12 ⽉ 25 ⽇を予定）以降、実習を⾏う前に、法に基づく犯罪事実確認が⾏われる可能性が
あること。この⼿続を通じて特定性犯罪前科が確認された学⽣については、児童対象性暴
⼒等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習(*1)を⾏うことはできないこと。 
 

2. 実習を⾏うことができない場合は、免許・資格(*2)の取得要件を満たすことはできないこ
と。（※本学の全ての学科・課程が対象） 
 

3. 実習を⾏うことができない場合、卒業要件を満たすことができず卒業ができない可能性が
あること。（※教育学部発達教育課程幼児⼼理教育専修のみ対象） 

----------- 

*1 実習：教職課程を履修する学⽣が実習施設にて⾏う教育実習及び保育⼠養成課程を履修してい
る学⽣が実習施設にて⾏う保育実習 

*2 免許・資格：① 教員養成課程を修了して⼤学等を卒業することにより得られる、幼稚園教
諭、⼩学校教諭、中学校教諭、⾼等学校教諭、特別⽀援学校教諭、栄養教諭
の普通免許状 

② 保育⼠養成課程を修了して指定保育⼠養成施設を卒業することにより得られ
る保育⼠資格 

 

     年   ⽉   ⽇ 

現 住 所 ：                            
 

受 験 番 号：                            
 

⼊学予定学部 
学科・課程名：        学部           学科・課程 

 

      （教育学部のみ）                 専修 
 

（ふりがな） 
名   前： （⾃署）                         
 

※⼊学後処理欄（記⼊不要） 学籍番号： 
 

2026 3 31 

東京都足立区花畑 5-6-1 

9998765 

発達教育 教育 

幼児心理教育 

ぶんきょう ぶんこ 

文教 ぶんこ 

記⼊⾒本 


